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推進会議事務局

○ 会員の皆様、寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。今

回は、警察と陸上自衛隊との共同実動訓練の実施結果について紹介させてい

ただきます。

○ ２月７日（金）滝沢市の陸上自衛隊岩手駐屯地で、岩手県警察約30人、陸

上自衛隊第９師団約50人が「治安維持に関する協定」に基づき、訓練を実施

しました。お互いに連携要領を確認することがでができ、大変有意義な訓練

となりました。

＜訓練想定＞

武装工作員が国内に侵入し、一般の警察力では治安維持ができない事態が発生し

たため、自衛隊に治安出動命令がなされた場合を想定して、武装工作員の制圧や、

事態の鎮圧について、警察と自衛隊が共同して対処する訓練を行いました。

《治安出動命令とは》

内閣総理大臣から､間接侵略その他緊急事態に際して､一般の警察力では治安を維持す

ることができない場合に自衛隊の全部又は一部に対して下される命令のことをいいま

す。（自衛隊法7８条第1項）

マスコミ報道① マスコミ報道② マスコミ報道③

(訓練開始整列状況) （インタビューの状況） （警察・自衛隊緊急輸送訓練）

＜おわりに＞

今回は、警察と自衛隊が行った訓練について紹介させていただきましたが、今後

も事務局ではテロ対策に関連する情報発信を行いながら、各種訓練を企画したいと

考えております。また、結果については「たより」で紹介いたしますので、引き続

き訓練への参画、視察をよろしくお願いします。
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